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F-39 インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフルエンザウイル

ス薬の算定について 

 

《令和 5 年 6 月 29 日新規》 

《令和 5 年 8 月 31 日更新》 

 

○ 取扱い 

 インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフルエンザウイル

ス薬の投与は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 インフルエンザウイルス感染症の治療及びその予防を効能又は効果と

する抗インフルエンザウイルス薬（内服薬、吸入薬）※については、厚生

労働省通知において、発症後の治療を目的に使用した場合に限り算定でき

る旨示されている。 

 以上のことから、インフルエンザウイルス感染症疑いに対する抗インフ

ルエンザウイルス薬の投与は、原則として認められないと判断した。 

 

（※）オセルタミビルリン酸塩（タミフルカプセル）、ザナミビル水和物（リレンザ）、ラニ

ナミビルオクタン酸エステル水和物（イナビル吸入粉末剤）等 

 


